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未
登
録
の
銃
砲
・
刀
剣
等
は
、

登
録
が
必
要
で
す
。

⃝

日
に
ち　
７
月
28
日
㈪
・
平
成

27
年
２
月
19
日
㈭

⃝

会
場
　
労
働
福
祉
会
館
２
階
中

ホ
ー
ル
（
郡
山
市
虎
丸
町
）

⃝
登
録
時
間　
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
３
時

⃝

登
録
審
査
手
数
料
　
１
件
に
つ

き
６
、３
０
０
円

※
刀
剣
類
の
審
査
会
は
、
福
島
市

▽
共
済
掛
金
　
月
々
５
０
０
円

（
共
済
加
入
希
望
者
の
み
）

※
事
業
主
が
従
業
員
の
入
会
金
・

会
費
を
負
担
す
る
場
合
、
必
要
経

費
と
し
て
税
制
上
の
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

◦
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

同
事
務
局
（
本
庁
舎
商
工
課
内
）

内
２
２
４
６

　
国
で
は
、
６
月
１
日
か
ら
10
日

ま
で
を
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周

知
啓
発
強
化
期
間
」
と
定
め
て
い

ま
す
。
電
波
は
ル
ー
ル
を
守
っ
て

正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。
電
波
の

混
信
・
妨
害
に
つ
い
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
総
務
省
東
北
総
合
通
信
局
相
談
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口
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未
給
水
区
域
に
お
い
て
、
安
全

で
安
心
な
飲
用
水
等
を
安
定
的
に

確
保
す
る
た
め
、
飲
用
井
戸
等
の

給
水
施
設
を
整
備
す
る
方
に
対
し
、

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

・
い
わ
き
市
・
会
津
若
松
市
で
も

行
わ
れ
ま
す
。

問
県
教
育
庁
文
化
財
課
☎
０
２
４

︲
５
２
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県
で
は
、
６
月
・
９
月
を
不
法

投
棄
防
止
強
化
月
間
と
し
て
、
不

法
投
棄
の
未
然
防
止
と
早
期
発
見

に
努
め
て
い
ま
す
。

　
不
法
投
棄
を
見
か
け
た
場
合
は
、

県
ま
た
は
最
寄
り
の
警
察
・
市
町

村
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。　

問
県
南
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部

☎
�
１
４
２
０
／
本
庁
舎
生
活
環

境
課　
内
２
１
６
５

　

白
河
市
勤
労
者
互
助
会
で
は
、

労
働
組
合
が
な
い
事
業
所
で
働
く

方
や
事
業
主
の
方
を
対
象
に
、
共

済
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
、
各
種
講
習

会
等
の
福
利
厚
生
事
業
を
行
い
ま

す
。

◦
対
象
　
市
内
事
業
所
の
事
業
主
、

市
内
事
業
所
勤
務
者
、
市
内
居
住

の
勤
労
者　
※
試
用
期
間
中
の
方
、

70
歳
以
上
の
方
は
除
き
ま
す
。

◦
会
費　
▽
入
会
金　
１
、
０
０

０
円　
▽
年
会
費
　
５
０
０
円　

3

　昭和47年６月５日から開催された国連人間
環境会議で、日本の提案により毎年６月５日を
世界環境デーと定めました。世界各国で、この
日に環境保全の重要性を認識し、行動の契機と
するため各種行事を行っています。
　日本では、毎年６月を「環境月間」とし、６
月５日を環境の日と定めています。改めて自分
の生活習慣や身近な自然に目を向け、地球温暖
化問題や省エネなど「環境」について考えてみ
ましょう。
問本庁舎生活環境課　内2165

毎年６月は「環境月間」、５日は「環境の日」

不
法
投
棄
防
止
強
化
月
間

電
波
利
用
環
境
保
護

周
知
啓
発
強
化
期
間

白
河
市
勤
労
者
互
助
会

銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
会

　６月に開催する市議会定例会の日程をお知らせしま
す。なお、本会議・委員会ともどなたでも傍聴できま
すので、お気軽にお越しください。
◦日程　下表のとおり
◦時間　▷本会議　午前10時から
　　　　▷委員会　午前10時から
◦会場　▷本会議　議場傍聴席（本庁舎５階）
　　　　▷委員会　委員会室（本庁舎４階）
《６月の日程（予定）》

問議会事務局　内2412

６月市議会定例会日程（予定）

開催日 区分 内容
16日㈪ 本会議 開会、議案の上程、提案理由の説明

20日㈮ 本会議 委員会付託（請願・陳情）、一般質問・
上程議案に対する質疑

23日㈪ 本会議 一般質問・上程議案に対する質疑

24日㈫ 本会議 一般質問・上程議案に対する質疑、委員
会付託

25日㈬ 委員会 総務・市民産業・教育福祉・建設水道常
任委員会

27日㈮ 本会議 各委員長報告、質疑、討論、表決、閉会

個
人
市
・
県
民
税
均

等
割
の
税
率
改
正

飲
用
井
戸
等
給
水
施

設
整
備
事
業
補
助
金

　
東
日
本
大
震
災
の
復
興
事
業
の

財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
均
等
割

税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

◦
期
間
　
平
成
26
年
度
か
ら
35
年

度
ま
で

◦
内
容
　
▽
市
民
税
均
等
割　
現

行
の
3
、
０
０
０
円
に
５
０
０
円

を
加
算　
▽
県
民
税
均
等
割　
現

行
の
２
、
０
０
０
円
に
５
０
０
円

を
加
算

問
本
庁
舎
課
税
課　
内
２
１
２
８

／
各
庁
舎
地
域
振
興
課　
表
郷
☎

◦
対
象
者
　
▽
未
給
水
区
域
の
住

宅
に
居
住
す
る
（
ま
た
は
居
住
し

よ
う
と
す
る
）
方
で
、
飲
用
水
等

の
給
水
施
設
を
新
設
し
よ
う
と
す

る
方　

▽
災
害
等
に
よ
り
枯
渇
、

汚
染
ま
た
は
破
損
し
、
飲
用
水
等

の
確
保
が
著
し
く
困
難
に
な
っ
た

施
設
を
所
有
す
る
方

◦
補
助
金
額
　
▽
補
助
対
象
額
の

２
分
の
１
以
内
（
上
限
１
０
０
万

円
）
▽
共
同
利
用
の
給
水
施
設
に

つ
い
て
は
、
補
助
対
象
額
の
２
分

の
１
以
内
（
１
戸
あ
た
り
上
限

１
０
０
万
円
）

※
申
込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◦
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

水
道
部
☎
�
２
５
４
１


